
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5 月は「消費者月間」です。今年の消費者月間全国共通テーマは、「ともに築こう豊かな社会～誰一人取り残さない

～」。毎年、消費者と事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育などの事業を集中して行っています。 

 当センターは、特殊詐欺の被害が深刻な状況であることや高齢者被害が多いことから、「悪質商法・特殊詐欺被害防

止キャンペーン」と銘打ち、消費者月間に街頭啓発を実施しています。今年は 5 月 30 日の「消費者の日」に、北海道消

費者協会、札幌市消費者センター、札幌消費者協会、北海道警察などと協力し、チ･カ･ホ（札幌駅前通地下広場北 3 条

交差点広場）で行います。時間は午前 10 時から午後 3 時まで。当日は、吉本興業の芸人も登場！また、ステージでは

寸劇、クイズ大会なども行うほか、会場内ではスタンプラリーも実施！ぜひお立ち寄りください。 

 

 

会場名 札幌駅前地下広場北 3 条交差点広場（地下歩行空間札幌駅側です） 

内 容 

ステージ：吉本興業「住みます芸人」、寸劇、クイズ大会 
会場内 ：スタンプラリー、振り込め詐欺防止電話の展示、サイバーセキュリティ対策 

コーナー犯人の肉声電話体験、ちびっ子警察官制服着用体験、パネル展示、 
商品テスト結果展示、特設相談コーナー、啓発グッズ・チラシ配布 
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平成 29 年の特殊詐欺被害が 7 年連続で増加傾

向にあることや、今年に入ってからは石狩管内で架

空請求ハガキをきっかけに電話で次々に支払いを

要求され 1,600 万円もの被害が発生するなど、依然

として被害は深刻な状況にあります。 

被害のきっかけが電話であることが多いことから

対策強化のため、簡易で効果が期待できる電話機

用手形 POP と啓発チラシを作成しました。 

今回、各市町村における被害防止取組の支援と

して手形 POP と啓発リーフレットを、ご希望のあった

市町村に提供しました。啓発活動にお役立ていただ

ければ幸いです。なお、今回お申込いただいていな

い市町村につきましては、手形 POP、啓発リーフレッ

トともに、（一社）北海道消費者協会にて名入れ作成

のあっせんを行っていますので、お気軽にお問い合

わせください。 

 

5 月は消費者月間 今年も消費者の日に街頭啓発を開催 

「悪質商法・特殊詐欺被害防止キャンペーン」 

担当：教育啓発グループ

011-221-4217 



このハガキの相手に電話すると、電子マネー、
コンビニ払い、宅配便で「訴訟取消の和解金」等
を支払うよう指示されます。
一人で１，６００万円の被害にあった方もいます。
絶対に支払わず、警察に相談を！
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北 海 道 警 察

この は ！

訴訟におどろかないで！


